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１【提出理由】

平成27年３月27日開催の当社第176回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

　

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年３月27日

　

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

１．期末配当に関する事項

(1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金19円　　総額17,338,410,309円

(2）剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年３月30日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1）増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金　　73,000,000,000円

(2）減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金　　　　73,000,000,000円

　

第２号議案 取締役９名選任の件

取締役として、三宅占二、磯崎功典、西村慶介、伊藤彰浩、野中淳一、三好敏也、三木繁光、有

馬利男及び荒川詔四の９名を選任する。

　

第３号議案 監査役２名選任の件

監査役として、石原基康及び森正勝の２名を選任する。

　

第４号議案 役員賞与支給の件

当期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）末時点の取締役７名に対し総額8,681万円

（うち社外取締役２名に対し総額200万円）、当期末時点の監査役５名に対し総額944万円（うち

社外監査役３名に対し総額300万円）の役員賞与を支給する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個）

決議の結果

賛成比率
（％）

可否

 第１号議案

 剰余金の処分の件
6,603,569 7,745 17,127 94.77 可決

 第２号議案

 取締役９名選任の件
     

  三宅　占二 5,453,279 1,164,204 10,614 78.26 可決

  磯崎　功典 5,496,992 1,120,491 10,614 78.89 可決

  西村　慶介 6,529,498 84,095 14,506 93.70 可決

  伊藤　彰浩 6,530,050 83,543 14,506 93.71 可決

  野中　淳一 6,529,684 83,909 14,506 93.71 可決

  三好　敏也 6,529,927 83,666 14,506 93.71 可決

  三木　繁光 6,341,321 278,915 7,866 91.00 可決

  有馬　利男 6,548,809 71,424 7,870 93.98 可決

  荒川　詔四 6,563,646 56,589 7,870 94.19 可決

 第３号議案

 監査役２名選任の件
     

  石原　基康 6,534,421 86,123 7,868 93.77 可決

  森　　正勝 6,610,325 10,218 7,872 94.86 可決

 第４号議案

 役員賞与支給の件
6,377,282 243,269 8,027 91.52 可決

 

（注）１　議決権を行使することができる株主の議決権の総数は9,108,044個であります。

 ２　各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

          第１号議案及び第４号議案　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成

第２号議案及び第３号議案　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数の賛成

　
(4）賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しな

かった理由

 議決権行使書及びインターネット等による事前行使分の議決権の数並びに当日出席の株主のうち賛成の意思表

示が確認できた株主の議決権の数の集計により、全ての決議事項は可決されるための要件を満たし、会社法上適

法に決議が成立したため、当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示の確認ができていない株主の

議決権の数は加算しておりません。

 

　以　上
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